
み
ん
な
で
支
え
合
う

国
民
健
康
保
険

入
院
時
の
窓
口
で
の
支
払
い
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す

70
歳
未
満
の
方
は

入
院
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

 

住
民
課　

保
険
年
金
担
当　
　

　
　

☎
�
６
５
７
１　

有
線
⑤
７
７
８
４

●
入
院
し
た
と
き
の
窓
口
で
の
医
療

費
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

70
歳
未
満
の
方
が
入
院
し
た
と
き
、
自

己
負
担
分
（
医
療
費
の
３
割
ま
た
は
２
割
）

が
高
額
に
な
り
、
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
住
民
税
非
課
税

世
帯
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」）
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ

と
で
、
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。

　

入
院
さ
れ
る
場
合
は
、
限
度
額
適
用
認

定
証
の
交
付
を
役
場
住
民
課
保
険
年
金
担

当
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
　

印
鑑
・
被
保
険
者
証

　
（
注
意
事
項
）

　
　

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

る
世
帯
に
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

※
外
来
や
複
数
の
医
療
機
関
へ
の
支

払
い
で
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
高
額
療
養
費
の

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

※
70
歳
以
上
の
方
は
高
齢
受
給
者
証

を
提
示
す
る
こ
と
で
支
払
い
が
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
申
請

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と
は
�

　

ひ
と
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
の
限
度

額
を
示
し
た
も
の
で
す
。
自
己
負
担
限
度

額
は
所
得
区
分
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
国
保
に
申
請
し
、
交
付
さ
れ

た
認
定
証
を
入
院
時
に
医
療
機
関
に
提
示

す
る
と
、
そ
の
月
の
窓
口
で
の
支
払
い
が

下
記
の
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
限
度

額
を
超
え
た
分
は
医
療
機
関
が
国
保
に
請

求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
有
効
期
限
は
、

申
請
し
た
月
の
初
日
（
申
請
し
た
月
に
国

保
に
加
入
し
た
方
は
、
国
保
被
保
険
者
に

な
っ
た
日
）
か
ら
、
翌
年
度
の
７
月
末
日

（
申
請
を
し
た
月
が
４
月
か
ら
７
月
ま
で
の

場
合
は
そ
の
年
の
７
月
末
日
）
ま
で
と
な

り
ま
す
。

　

有
効
期
限
を
過
ぎ
て
も
限
度
額
適
用
認

定
証
が
必
要
な
と
き
は
、
再
度
申
請
が
必

要
で
す
。

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
入

院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す

　

入
院
中
の
１
日
の
食
事
代
に
か
か
る
費

用
の
う
ち
、
左
記
の
標
準
負
担
額
を
国
保

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ

き
、
残
り
は
入
院
時
食
事
療
養
費
と
し
て

国
保
が
負
担
し
ま
す
。

★
会
社
に
お
勤
め
の
方
な
ど
、
国
保
に
加

入
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
勤
務
先
に
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

■標準負担額（１食あたり）

一般　・　上位所得者 260 円

住民税

非課税世帯

過去 12 か月の入院
日数が 90 日までの
入院

210 円

過去 12 か月の入院
日数が 90 日を超え
る入院 ※ 4

160 円

※４　入院日数が90日を超える入院の場合は、長期該当認定の申請が必要
となります。

■自己負担限度額【70歳未満】（月額）

所得区分 ３回目までの限度額 ４回目以降の限度額 ※１

一　般
80,100 円 ＋ 　　　

医療費が 267,000 円を超えた場合は、その超え
た分の１％を加算

44,400 円

上位所得者 ※２
150,000 円 ＋ 　　　

医療費が 500,000 円を超えた場合は、その超え
た分の１％を加算

83,400 円

住民税非課税世帯 ※３ 35,400 円  　　　　 24,600 円
※１　過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が４回あった場合の４回目以降の限度額
※２　「上位所得者」は、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超える世帯
※３　「住民税非課税世帯」は、同一世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯
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